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神戸市告示第214号 

 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第２項の規定に基づき、形質変更時要届

出区域の一部の指定を次のとおり解除する。 

  令和６年７月10日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 一部の指定を解除する形質変更時要届出区域 

東灘区本山北町４丁目478番、480番、481番の各一部 

（別図のとおり） 

２ 特定有害物質の名称 

ふっ素及びその化合物 

別図 
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神戸市告示第2 2 0号 

 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和 58 年４月条例第３ 

号）第 11 条第２項（同条例第 12 条第２項において準用する場合を含む。）第 23 条の２項及び３ 

項の規定により自転車等を撤去し、及び保管したので、同条例第 13 条第１項の規定により次の 

とおり告示する。 

令和６年７月 23 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 自転車等の保管及び返還の場所、自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去及び 

保管した自転車等の台数、撤去及び保管した年月日並びに問い合わせ先別表のとおり。 

２ 保管期間 

  この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 

３ 返還事務を行う時間 

(1) 西部保管所・西代保管所

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで。

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで。

(2) 須磨保管所・名谷保管所

ア 火曜日・木曜日 午後３時から午後７時まで。

（ただし、即時撤去日より７日間は(1)と同様の運用とする。）

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで。

４ 返還を受けるために必要な事項 

自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、その住 

所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示し 

なければならない。 

５ その他 

  この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から 

１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相 

当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないと 

きは、当該自転車等の所有権は、本市に帰属する。 
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別　表

自転車等の保
管及び返還の
場所

自転車等が置かれ、又は放置
されていた場所

撤去及び保管し
た年月日

問い合わせ先

自転車 20台

原動機付自転車 0台

自転車 24台

原動機付自転車 0台

自転車 14台

原動機付自転車 0台

自転車 22台

原動機付自転車 0台

自転車 12台

原動機付自転車 0台

自転車 0台

原動機付自転車 0台

自転車 26台

原動機付自転車 0台

自転車 1台

原動機付自転車 0台

自転車 1台

原動機付自転車 0台

自転車 6台

原動機付自転車 0台

自転車 10台

原動機付自転車 0台

自転車 7台

原動機付自転車 0台

自転車 1台

原動機付自転車 0台

自転車 2台

原動機付自転車 0台

自転車 15台

原動機付自転車 1台

自転車 16台

原動機付自転車 0台

自転車 10台

原動機付自転車 0台

自転車 0台

原動機付自転車 0台

撤去及び保管した自転
車等の台数

新長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

長田区御屋敷
通２丁目６番
西部保管所

鷹取駅(南・北)周辺自転車等
放置禁止区域

板宿・西代駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

長田区御屋敷
通２丁目６番
西部保管所

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

令和6年6月11日

令和6年6月13日

長田・須磨区管内長期放置

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

須磨区西落合
６丁目１番
名谷保管所

令和6年6月6日

長田・須磨区管内長期放置

名谷・妙法寺駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

神戸市須磨区
妙法寺字ヌメ
リ石１番地の
１
建設局西部建
設事務所
電話742-2468

令和6年6月20日

令和6年6月19日

令和6年6月18日

板宿・西代駅周辺自転車等
放置禁止区域

令和6年6月5日

令和6年6月12日

長田・須磨区管内長期放置

高速長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田区御屋敷
通２丁目６番
西部保管所

須磨・須磨海浜公園駅周辺
自転車等放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

新長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

須磨区須磨浦
通２丁目２番
須磨保管所

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

板宿駅周辺自転車等
放置禁止区域

令和6年6月25日

長田・須磨区管内長期放置
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神戸市告示第221号 

 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和 58 年４月条例第３号）

第 11 条第２項（同条例第 12 条第２項において準用する場合を含む。）及び第 23 条の２の規定によ

り自転車等を撤去し、及び保管したので、同条例第 13 条第１項の規定により次のとおり告示する。 

  令和６年７月 23 日 

 神戸市長  久 元 喜 造 

１ 自転車等の保管及び返還の場所、自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去し、及び

保管した自転車等の台数、撤去し、及び保管した年月日並びに問い合わせ先 

  別表のとおり 

２ 保管期間 

  この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 

３ 返還事務を行う時間 

三宮保管所及び湊町保管所 

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

（日曜日、祝日及び 12月 28 日から１月４日を除く）

４ 返還を受けるために必要な事項 

自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、その住所及 

び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示しなければ

ならない。 

５ その他 

この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から１月

を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相当な費用

を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないときは、当該自転

車等の所有権は、本市に帰属する。 
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別　 　表

自転車等の保管及び返還の場所
自転車等が置かれ、又は放
置されていた場所

撤去し、及び保管した年月日 問い合わせ先

中央区小野浜町３番地先 自転車 29 台 兵庫区湊川町２丁目１番12号

三宮保管所 原動機付自転車 0 台 建設局中部建設事務所

自転車 2 台 電話　511-0515

原動機付自転車 0 台

自転車 8 台

原動機付自転車 0 台

自転車 51 台

原動機付自転車 0 台

自転車 17 台

原動機付自転車 0 台

自転車 3 台

原動機付自転車 1 台

自転車 19 台

原動機付自転車 0 台

自転車 5 台

原動機付自転車 0 台

自転車 2 台

原動機付自転車 1 台

自転車 20 台

原動機付自転車 0 台

自転車 4 台

原動機付自転車 0 台

自転車 2 台

原動機付自転車 0 台

自転車 6 台

原動機付自転車 0 台

自転車 36 台

原動機付自転車 1 台

自転車 7 台

原動機付自転車 0 台

自転車 5 台

原動機付自転車 0 台

自転車 26 台

原動機付自転車 0 台

自転車 6 台

原動機付自転車 0 台

自転車 9 台

原動機付自転車 0 台

自転車 12 台

原動機付自転車 0 台

自転車 17 台

原動機付自転車 0 台

自転車 2 台

原動機付自転車 0 台

自転車 43 台

原動機付自転車 0 台

自転車 5 台

原動機付自転車 0 台

自転車 2 台

原動機付自転車 0 台

自転車 37 台

原動機付自転車 0 台

自転車 3 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 24 台

原動機付自転車 0 台

中央区長期放置

駐輪場内

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和6年6月8日

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和6年6月19日

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和6年6月21日

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和6年6月5日

令和6年6月13日
元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和6年6月24日
元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和6年6月22日

駐輪場内

中央区長期放置

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

中央区長期放置

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

駐輪場内

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

撤去し、及び保管した自転車等
の台数

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

駐輪場内

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和6年6月3日

中央区長期放置 令和6年6月7日

令和6年6月26日

中央区長期放置

令和6年6月11日

中央区長期放置 令和6年6月14日

中央区長期放置 令和6年6月20日

令和6年6月25日

令和6年6月29日
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兵庫区湊町1丁目35 自転車 3 台

湊町保管所 原動機付自転車 0 台

自転車 24 台

原動機付自転車 0 台

自転車 21 台

原動機付自転車 0 台

自転車 10 台

原動機付自転車 0 台

自転車 4 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 2 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 3 台

原動機付自転車 0 台

自転車 5 台

原動機付自転車 0 台

自転車 2 台

原動機付自転車 0 台

自転車 7 台

原動機付自転車 0 台

自転車 22 台

原動機付自転車 0 台

自転車 14 台

原動機付自転車 0 台

自転車 6 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 1 台

自転車 7 台

原動機付自転車 0 台

自転車 32 台

原動機付自転車 0 台

自転車 11 台

原動機付自転車 0 台

自転車 4 台

原動機付自転車 0 台

自転車 3 台

原動機付自転車 0 台

自転車 9 台

原動機付自転車 0 台

自転車 9 台

原動機付自転車 0 台

自転車 9 台

原動機付自転車 1 台

自転車 18 台

原動機付自転車 2 台

自転車 12 台

原動機付自転車 0 台

自転車 2 台

原動機付自転車 0 台

自転車 7 台

原動機付自転車 0 台

自転車 8 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 4 台

原動機付自転車 0 台

自転車 2 台

原動機付自転車 0 台

兵庫区長期放置 令和6年6月7日

神戸駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和6年6月4日

令和6年6月3日

神戸駅周辺
自転車等放置禁止区域

和田岬駅周辺
自転車等放置禁止区域

兵庫区長期放置

湊川駅周辺
自転車等放置禁止区域

兵庫区長期放置

兵庫区長期放置

神戸駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和6年6月27日

兵庫駅周辺
自転車等放置禁止区域

兵庫駅周辺
自転車等放置禁止区域

新開地駅周辺
自転車等放置禁止区域

湊川駅周辺
自転車等放置禁止区域

駐輪場内

湊川駅周辺
自転車等放置禁止区域

兵庫区長期放置

新開地駅周辺
自転車等放置禁止区域

湊川駅周辺
自転車等放置禁止区域

兵庫区長期放置

和田岬駅周辺
自転車等放置禁止区域

駐輪場内

令和6年6月10日

令和6年6月11日

令和6年6月29日

神戸駅周辺
自転車等放置禁止区域

新開地駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和6年6月6日

駐輪場内

駐輪場内

神戸駅周辺
自転車等放置禁止区域

新開地駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和6年6月20日

兵庫区長期放置 令和6年6月25日

兵庫駅周辺
自転車等放置禁止区域

新開地駅周辺
自転車等放置禁止区域

湊川駅周辺
自転車等放置禁止区域

駐輪場内

令和6年6月14日
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神戸市告示第2 2 2号  

神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和 58 年４月条例

第３号）第 11 条第２項（同条例第 12 条第２項において準用する場合を含む。）の規定によ

り自転車等を撤去し、及び保管したので、同条例第 13 条第１項の規定により次のとおり告

示する。 

  令和６年７月２３日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 自転車等の保管及び返還の場所、自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去

し、及び保管した自転車等の台数、撤去し、保管した年月日並びに問い合わせ先 

 別表のとおり 

２ 保管期間 

この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 

３ 返還事務を行う時間 

  垂水自転車保管所 

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

４ 返還を受けるために必要な事項 

自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、そ

の住所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長

に提示しなければならない。 

５ その他 

この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日

から 1 月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保

管に不相当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することが

できないときは、当該自転車等の所有権は、本市に帰属する。 
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別表

自転車等の保管及び 自転車が置かれ、又は 撤去し、及び

返還の場所 放置されていた場所 保管した年月日

垂水区西舞子８丁目20番19号　垂水駅周辺自転車等 　自転車　　　　      4 台 令和6年6月3日 垂水区福田５丁目６番20号

　垂水保管所 　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台 建設局垂水建設事務所

　垂水駅周辺自転車等 　自転車　　　　      １ 台 令和6年6月7日 電話７０７－０２３４

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　舞子駅周辺自転車等 　自転車　　　　      ２ 台

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　垂水駅周辺自転車等 　自転車　　　　      ２ 台 令和6年6月12日

　放置禁止区域 　原動機付自転車     １ 台

　舞子駅周辺自転車等 　自転車　　　　      ２ 台 令和6年6月17日

　放置禁止区域 　原動機付自転車     １ 台

　西舞子駅周辺自転車等 　自転車　　　　      ０ 台

　放置禁止区域 　原動機付自転車     １ 台

　垂水駅周辺自転車等 　自転車　　　　      １ 台 令和6年6月26日

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　垂水区管内長期放置 　自転車　　　　      ７ 台

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　垂水区管内長期放置 　自転車　　　　      4 台

　原動機付自転車     ０ 台

問い合わせ先
撤去し、及び保管した

自転車等の台数

令和６年７月23日　神戸市公報第3869号
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神戸市告示第223号 

生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律（昭和48年法律第48号）

第５条第３項に規定する身分を示す証明書の様式を次のように定めたので告示する。 

令和６年７月 23 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

(表) 

立 入 検 査 員 証 明 書 第 号 

６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

所 属 

職 名 

氏 名 

年 月 日生 

 上記の者は、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法

律(昭和 48 年法律第 48 号)第５条第１項及び第２項の規定により立入検査等を行う職

員であることを証明する。 

年 月 日交付 

神戸市長 印 

8 センチメートル 

写真 
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(裏) 

生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律（抜粋） 

 (立入検査等) 

第 5 条 内閣総理大臣及び主務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、特定物資の

生産、輸入若しくは販売の事業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員

に、これらの者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、特定物資に関し、

帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

2 内閣総理大臣及び主務大臣は、前項の規定により特定物資に関し立入検査又は質問をさせ

た場合において、特に必要があると認めるときは、その職員に、当該特定物資を保管してい

ると認められる者の倉庫その他の場所に立ち入り、当該特定物資に関し、帳簿、書類その他

の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 

3 前二項の規定により職員が立入検査又は質問をする場合には、その身分を示す証明書を携

帯し、関係者に提示しなければならない。 

 (地方公共団体が処理する事務) 

第 8 条 この法律の規定による内閣総理大臣及び主務大臣の権限に属する事務の一部は、政

令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。 

(罰則) 

第 10 条 第 5 条第 1 項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しく

は同条第 2 項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定によ

る質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、１年以下の懲役又は 20 万円

以下の罰金に処する。 

第 11 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関し、前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人

に対して各本条の罰金刑を科する。 

令和６年７月23日　神戸市公報第3869号
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神戸市告示第2 2 4号 

次の認定特定非営利活動法人について，特定非営利活動促進法（平成 10 年法

律第７号）第 53 条第１項による届出を受けたので，同条第２項の規定により次

のとおり告示する。 

令和６年７月 23 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 該当の認定特定非営利活動法人 

(1) 名称

特定非営利活動法人西神戸トラウマカウンセリングルーム

(2) 主たる事務所の所在地

神戸市西区宮下２丁目８－18 グレース宮下 B-103

(3) 代表者の氏名

保志場 香世

２ 変更があった事項及びその内容 

 代表者の氏名を「大上 律子」から「保志場 香世」に変更する。 

３ 変更の年月日 

  令和６年７月１日 

令和６年７月23日　神戸市公報第3869号
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１

２

３

神戸市長　久元 喜造

神戸市告示第225号

　次の地縁による団体について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の２第11項の規定に

より、告示された事項に変更があったとして届出があったので、同条第10項の規定により次の

とおり告示する。

令和６年７月23日

届け出た地縁による団体

(１) 名称

上御影協力会（自治会）

(２) 主たる事務所

神戸市東灘区御影２丁目28番12号

(３) 代表者の氏名

和田　利重

(４) 代表者の住所

神戸市東灘区御影３丁目22番３号

変更があった事項及びその内容

（１）代表者の氏名
「北田　建樹」を「和田　利重」に改める。

（２）代表者の住所
「神戸市東灘区御影２丁目12番８号」を「神戸市東灘区御影３丁目22番３号」に改める。

変更の年月日

令和６年６月23日

令和６年７月23日　神戸市公報第3869号
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１

２

神戸市中央区元町通４丁目６番15号

解散の年月日

令和６年６月30日

神戸市中央区栄町通４丁目３番12号

(３) 清算人の氏名

吉越　克彦

(４) 清算人の住所

届け出た地縁による団体

(１) 名称

元栄海四丁目町内会

(２) 主たる事務所

神戸市長　久元 喜造

神戸市告示第226号

　次の地縁による団体について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の20の規定により、

解散の届出があったので、同施行規則第19条の規定により次のとおり告示する。

令和６年７月23日

令和６年７月23日　神戸市公報第3869号
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岡田歯科医院 神戸市東灘区西岡本３丁目１番７号１０２ 令和 6 年 5 月 18 日 

神戸みはら内科・糖尿病

クリニック

神戸市中央区多聞通４丁目１番３号 令和 6 年 7 月 1 日 

春日野道薬局 神戸市中央区若菜通４丁目２番４号 令和 6 年 7 月 1 日 

大賀薬局 北町店 神戸市北区鈴蘭台北町２丁目３番９号 令和 6 年 6 月 1 日 
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神戸市告示第2 3 0号 

 次の指定介護機関について、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の 2 第 4 項にお

いて準用する同法第 50 条の 2 および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の規定により、当該指定介護機

関の名称等に変更があったとして届出があったので、生活保護法第 55 条の 3 の規定により告

示する。 

令和６年７月 23 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

当該変更にかか

る介護事業所の

名称 

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地 

介護事業

者の名称 

介護事業者の

主たる事務所

の所在地 

変更年月

日 
サービス種類

医療法人社団十善

会居宅介護支援事

業所つながり 

(新)神戸市長田

区久保町３丁目

９番７号 

(旧)神戸市長田

区久保町３丁目

９番１号 

医療法人

社団十善

会 

神戸市長田区

二葉町５丁目

１番２１ 

令和 6 年 

4 月 1 日 

居宅介護支援（ケアプ

ラン作成）
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神戸市告示第2 3 1号 

 次の指定介護機関について、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の 2 第 4 項において準用

する同法第 50 条の 2 および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の規定により、当該指定

介護機関の事業を廃止したとして届出があったので、生活保護法第 55 条の 3 の規定により告示する。 

令和６年７月 23 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

当該変更にかかる

介護事業所の名称 

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地 

介護事業者

の名称 

介護事業者の

主たる事務所

の所在地 

廃止年月

日 
サービス種類

訪問介護事業所ス

マイルライフ

神戸市東灘区本

山中町３丁目１

番１２号 

合同会社ス

マイルアル

ファ

神戸市東灘区

本山中町３丁

目１番１２号 

令和 6年 

7 月 31 日 

訪問介護 訪問型サービ

ス（独自）
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神戸市告示第2 3 2号 

 次の施術者について、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 55 条において準用する同法

第 49 条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の指定をしたの

で、生活保護法第 55 条の 3 の規定により告示する。  

令和６年７月 23 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１．はりきゅう師 

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 指定年月日 

金森 達也（ＨＥ

ＡＲＴ ＡＩＤ） 

金森 達也 神戸市垂水区本多聞３丁目１１番

１１号２０３ 

令和 6 年 5 月 1

日 

松本 理映子（チ

ョウ鍼灸整骨院） 

松本 理映子 神戸市垂水区名谷町湯屋谷２２５

１ 

令和 6 年 6 月 1

日 

令和６年７月23日　神戸市公報第3869号
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神戸市告示第2 3 3号 

 次の指定を受けた施術者について，生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 55 条において準用

する同法第 50 条の 2 および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条４項の規定により，当

該指定を受けた施術者の開設している施術所の名称等に変更があったとして届出があったので，生

活保護法第 55 条の 3 の規定により告示する｡  

令和６年７月 23 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１. はりきゅう師

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 指定年月

日 

中島 純（みなと鍼灸

治療院） 

中島 純 (新)神戸市長田区大丸町３丁目２番１１号 

(旧)神戸市長田区六番町８丁目１番地１８ 

令和 6 年 

6 月 3 日 
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神戸市告示第2 3 4号 

 次の指定を受けた施術者について、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 55 条にお

いて準用する同法第 49 条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立

の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条 4 項の指定の辞退があったので、生

活保護法第 55条の 3の規定により告示する。 

令和６年７月 23 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１．柔道整復師 

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 指定年月日 

富田 美穂（からだ

接骨院 大久保院） 

富田 美穂 兵庫県明石市大久保町大窪３１５番

地３ 

令和 6 年 5 月 31 日 
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神戸市公告 

 次の開発区域（工区）の全部について開発行為に関する工事が完了したので、都市

計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 36 条第３項の規定により公告します。 

  令和６年７月 23 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 開発区域（工区）に含まれる地域の名称 

神戸市垂水区名谷町字猿倉 242 番１、243 番１、243 番４、273 番２の一部、273

番３、284 番１、284 番９、286 番６ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

神戸市垂水区名谷町 1293 番地の１ 

株式会社松本 

  代表取締役 松本 勉 

３ 許可番号 

令和６年１月 12 日 第 8162 号 

（変更許可 令和６年５月 24 日 第 2123 号 

  変更許可 令和６年６月 26 日 第 2128 号） 
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神戸市水道告示第13号 

神戸市指定給水装置工事事業者規程（平成10年３月水道管理規程第10号）第７条の規定によ

り次のとおり神戸市指定給水装置工事事業者の事業の廃止の届出があったので、同規程第10条

の規定により告示する。 

令和６年７月23日 

神戸市水道事業管理者 藤 原 政 幸  

  

指定番号 名称 所在地 代表者 廃止年月日 

70898 

ジャパンベスト

レスキューシス

テム株式会社 

愛知県名古屋市中区錦

１丁目 10 番 20 号 
若月 光博 令和６年６月 30日 
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神戸市立学校施設目的外使用規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

 令和６年７月23日  

神戸市教育委員会  

教育長 福本  靖   

神戸市教育委員会規則第１号 

神戸市立学校施設目的外使用規則の一部を改正する規則  

神戸市立学校施設目的外使用規則（昭和 42年 10月教育委員会規則第10号）の一

部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正  

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（使用許可の申請） 

第９条 学校施設を目的外に使用しよ

うとする者は、使用前３日までに、

次の各号に掲げる事項を記載した神

戸市立学校施設目的外使用許可申請

書(以下「申請書」という。)を当該

校園長の副申を得て教育長に提出

し、その許可を受けなければならな

い。 

 (1)～ (8) ［略］  

２  ［略］ 

（使用許可の申請） 

第９条 学校施設を目的外に使用しよ

うとする者は、使用前３日までに、

第１号から第７号までに掲げる事項

を記載した神戸市立学校施設目的外

使用許可申請書(以下「申請書」と

いう。)を当該校園長の副申を得て

教育長に提出し、その許可を受けな

ければならない。  

 (1)～ (8) ［略］  

２  ［略］  

附  則  
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この規則は、公布の日から施行する。  
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 神戸市教育委員会公文書管理規程を次のように定める。 

  令和６年７月10日  

神戸市教育委員会 

教育長 福本  靖  

神戸市教育委員会訓令甲第１号 

   神戸市教育委員会公文書管理規程 

 神戸市教育委員会公文書管理規程（昭和43年３月教育委員会訓令甲第３号）の

全部を改正する。 

 

（趣旨） 

第１条  この訓令は、神戸市教育委員会（以下「委員会」という。）における公

文書の管理について必要な事項を定めるものとする。  

（公文書の管理に関する原則） 

第２条 公文書はすべて正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるよ

うにしなければならない。 

２  公文書は、常に整理し、紛失、盗難、損傷その他の事故を防止するとともに、

重要なものについては、非常災害時の保護にも支障がないよう準備しておかな

ければならない。 

３  公文書は、原則として、文書管理システムにより公文書の収受、起案、決裁、

保存、廃棄その他公文書の管理に関する事務の処理（以下「公文書の事務処

理」という。）を行うこと等により、適正に管理し、かつ利用しなければなら

ない。 

（定義） 

第３条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 公文書  神戸市情報公開条例（平成 13年７月条例第 29号。以下「情報公

開条例」という。）第２条第３号に規定する実施機関である教育委員会に係

る同条第１号に規定する公文書をいう。  

(2) 簿冊等  相互に密接な関連を有する公文書（保存期間を同じくすること
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が適当であるものに限る。）を一の集合物にまとめたもの及び単独で管理し

ている公文書をいう。  

(3) 所管課  別表第１の左欄に掲げる組織をいう。  

(4) 所管課長 別表第１の中欄に掲げる職にある者をいう。  

(5) 文書管理システム  公文書の事務処理を行うための情報処理シス テムで

あって、次に掲げるものをいう。 

ア  委員会事務局（以下「事務局」という。）及び教育機関の組織に関する

規則（昭和41年４月教育委員会規則第２号）第２条第１項に規定する教育

機関（以下「教育機関」という。）にあって、市長が管理するもの。  

イ  事務局、教育機関及び学校にあって、教育長が管理するもの。  

(6) 電磁的記録 情報公開条例第２条第１号に規定する電磁的記録をいう。  

（総務課長の職務） 

第４条  事務局の総務部総務課長（以下「総務課長」という。）は、委員会にお

ける公文書に関する事務（以下「公文書事務」という。）を統括し、委員会に

到達する文書の収受及び配布の事務を処理するとともに、公文書事務の適正化

及び迅速化を図るため、所管課長及び公文書主任に対し必要な指示をすること

ができる。 

（所管課長の職務） 

第５条 所管課長は、当該所管課における公文書事務を管理し、常にその円滑適

正な処理の促進に努めなければならない。  

（公文書主任） 

第６条 所管課に公文書主任を置き、別表第１の右欄に掲げる職にある者をもっ

て充てる。 

（公文書主任の職務）  

第６条の２ 公文書主任は、所管課長の命を受け、当該所管課における次に掲げ

る事務を処理する。 

(1) 文書の収受及び配布に関すること。 

(2) 文書の発送に関すること。 

(3) 公文書の整理及び保存に関すること。  

令和６年７月23日　神戸市公報第3869号

28



 

 

(4) 公文書事務の処理の促進に関すること。  

(5) 公文書事務の改善及び指導に関すること。  

(6) 情報公開条例第８条の規定による公開の請求に係る調整に関すること。  

(7) 前各号に掲げるもののほか、公文書事務の処理に関し必要なこと。  

（公文書担当者） 

第６条の３ 公文書主任の職務を補佐するため、係（係のない所管課にあっては、

所管課）に公文書担当者を置き、当該所管課に所属する職員のうちから所管課

長が指名する。 

（帳簿の作成） 

第７条 総務課長は、文書収配簿（事務局に到達する文書のうち、到達の事実を

記録する必要があると認めるもの（以下「要記録文書」という。）について、

所要事項を記録する帳簿をいう。以下同じ。）を作成するものとする。 

２  総務課長は、公示令達番号簿（規則及び告示の公示並びに訓令及び内訓の令

達をする場合に記録する帳簿をいう。以下同じ。）を作成するものとする。 

第８条 所管課長は、公文書の事務処理を文書管理システムにより行うことがで

きない場合は、次に掲げる帳簿を作成するものとする。 

(1) 文書収発簿（文書を収受し、及び発送する場合に記録する帳簿をいう。

以下同じ。） 

(2) 公文書管理台帳（完結した公文書（保存期間が１年以上のものに限る。）

の名称その他の必要な事項を記録した台帳をいう。）  

２  所管課長が必要があると認めるときは、前項各号に掲げる帳簿のほか、必要

な帳簿を作成することができる。 

（記号及び番号） 

第９条 文書に付する記号及び番号は、次に掲げるところによる。ただし、特に

定めのあるものについては、この限りではない。また、学校で発する文書には、

文書番号を記載しない。 

(1) 記号は、次の例示によること。ただし、これにより難いときは、総務課

長に合議の上、別に定めることができる。  

ア  庁内文書 
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所管課 所管課を表示する字数  記載例 

事務局の室課 １字 教委総第 号  

学校以外の教育機関 １字又は２字 教委研第 号  

教委青育第 号  

イ  庁外文書 庁内文書の記号に「神」を冠用すること。  

(2) 番号は、次に掲げるところにより、文書管理システムで取得すること。

ただし、公文書の事務処理を文書管理システムにより行うことができない

場合は、この限りでない。 

ア  毎年４月１日に更新すること。 

イ  文書の収受又は起案ごとに取得し、１つの事件については、原則として、

同一番号とすること。  

ウ  １つの事件について、複数の文書の収受、起案又は施行を行うときは、

原則として、完結するまで同一番号の枝番号を用いること。  

（到達した文書の取扱い） 

第 10条  総務課長は、到達した文書を次に掲げるところにより処理し、所管課の

公文書主任に配布する。 

(1) 所管課が不明なものその他総務課長が必要と認めるものは、開封をするこ

とができる。 

(2) 要記録文書については、文書収配簿に所要事項を記録し、当該文書の余白、

封筒その他の適当な箇所に収受印を押すこと。  

(3) ２以上の所管課に関連する文書は、その最も関係の深い所管課に配布する

こと。 

第 11条  公文書主任は、前条の規定により配布された文書のほか、総務課長を経

由しないで所管課に到達した文書を次に掲げるところにより処理する。  

(1) 要記録文書については、文書の余白、封筒その他の適当な箇所に収受印を

押し、文書管理システム又は文書収発簿若しくはこれに代わる帳簿に所要事

項を記録すること。ただし、前条第２号の規定により、収受印が押されたも

のは、収受印を省略することができる。 

(2) 所管課に到達した文書のうち、到達の日時がその法律効果に影響を及ぼす

ような文書で前号の規定により収受印を押したものは、収受印の下に収受時
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刻を記入するとともに、取扱者が記名し、又は印を押すこと。  

(3) 前条の規定により配布された文書でその所管に属しないものは、総務課長

に返付すること。 

(4) 紙の公文書（以下「紙文書」という。）は、その原本を整理して保存しな

ければならない。 

(5) 紙文書と同一性を有する電磁的記録（電子計算機の利用により、電磁的記

録から当該紙文書と同一性を有すると認められる文書が出力できるものに限

る。）を収受した場合は、当該紙文書を原本として保存することが適当と認

められる場合を除き、電磁的記録を正本として保存することができる。  

(6) 公文書を適切に管理するために所管課長が必要と認めるときは、紙文書を

スキャナ（これに類する画像読取装置を含む。）により読み取り作成した電

磁的記録を正本として保存することができる。ただし、当該紙文書を原本と

して保存することが適当と認められる場合を除く。  

（電磁的記録の取扱い） 

第 12条  電磁的記録の送付については、電子情報処理組織（委員会の使用に係る

電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と送付を受ける者の使用に係る

電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）により行

うことができる。 

２  電磁的記録の送付に当たっては、電子署名及び認証業務に関する法律（平成

12年法律第 102号）第２条第１項に規定する電子署名（以下単に「電子署名」

という。）を行うことができる。 

３  電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、別に定める。  

（文書による公示及び令達の取扱い）  

第 13条  文書による公示及び令達は、総務課長が公示令達番号簿により番号を付

し、直ちに所定の手続をしなければならない。  

（公文書管理規程の例） 

第 14条  この訓令に定めるもののほか、公文書の作成、処理、整理及び保存に関

しては、公文書管理規程（昭和35年４月神戸市長訓令甲第８号）の例による。  

（施行の細目） 
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第 15条  この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。  

附  則  

（施行期日） 

１  この訓令は、令和６年７月10日から施行する。 

 （神戸市教育委員会電子署名規程の一部改正） 

２  神戸市教育委員会電子署名規程（平成29年７月教育委員会訓令甲第５号）の

一部を次のように改正する。 

第１条中「神戸市教育委員会公文書管理規程 (昭和 43年３月４日教委訓令第

３号)第８条の２」を「神戸市教育委員会公文書管理規程 (令和６年７月教委訓

令甲第１号)第 12条」に改める。 

 

別表第１（第３条関係） 

所管課 所管課長 公文書主任 

神 戸 市 教 育 委 員 会 事 務

局 組 織 規 則 （ 昭 和 33年

４ 月 教 育 委 員 会 規 則 第

３ 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す

る 課 、 課 に 相 当 す る

室、課内室 

課長又は室長 庶 務 を 担 当 す る 係

長 （ 所 管 課 長 の 指

定 に よ り 、 庶 務 を

担 当 す る 係 長 以 外

の 係 長 を 公 文 書 主

任 に 充 て る こ と が

できる。） 

学

校  

高等学校 学校長 事 務 長 （ 所 管 課 長

の 指 定 に よ り 、 事

務 担 当 者 を 公 文 書

主 任 に 充 て る こ と

ができる。） 

小 学 校 、 中 学 校 、

義 務 教 育 学 校 及 び

特別支援学校 

学校長、副校長又は准校

長 

教 頭 （ 所 管 課 長 の

指 定 に よ り 、 事 務

担 当 者 を 公 文 書 主

任 に 充 て る こ と が

できる。） 

幼稚園 園長 所 管 課 長 が 指 定 す

る 者 （ 所 管 課 長 が

公 文 書 主 任 を 兼 ね

ることができる。） 

第１類の教育機関 庶務担当課の長 所 管 課 長 が 指 定 す
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る者  

第２類の教育機関 第２類の教育機関の長  所 管 課 長 が 指 定 す

る者 

第３類の教育機関 その属する課、第１類の

教育機関の庶務担当課又

は第２類の教育機関の長 

所 管 課 長 が 指 定 す

る者 

第４類の教育機関 その属する課、第１類の

教育機関の庶務担当課又

は第２類の教育機関の長 

所 管 課 長 が 指 定 す

る者 
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神戸市職員共済組合公告第 670 号 

 神戸市職員共済組合定款第５条及び第 38 条の規定に基づき、令和５年度決算を次のとお

り公告します。 

  令和６年７月 23 日 

神戸市職員共済組合   

理事長 今 西 正 男 
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